第11回公判報告　　　　　　　　　　　2011/7/4（月）1時半～4時

公判に先駆けて、傍聴券の配布が行われました。1時過ぎに傍聴券を求めて続々と支援者が集まりました。1時15分締め切りで、早くから駆けつけていた支援者が配布場所の変更に気づかず、締め切りとほとんど同時くらいに来たら、無情に受け付けてくれなくて、不親切な対応に怒っていました。電子抽選ということで、当選番号が張り出され、本庁側の傍聴者は3名ほど傍聴券を受け取ったら、他のものに渡してさっさと行っていました。私たちの方は、事前に弁護士さんが確保してくださっていた17枚と合わせて、ほとんど入ることができました。後から駆けつけてくださった方とは、途中交代しながら傍聴しました。

これまでの、提出されている書面の確認と次回日時の決定で、10分ほどで終わっていた公判と違って、裁判らしい公判でした。川口さんの本当に生徒に寄り添い人権教育を一生懸命やってきた、優しい人柄がよくわかる裁判でした。

川口さんの宣誓から始まりました。

小野弁護士による川口さんへの主尋問で、川口さんの経歴、卒業式の様子、事情聴取の様子が明らかにされました。

・卒業式に向けて、校長から「指導要領にのっとってお願いします。」といわれた、いわゆる職務命令は出ていなかったこと、

・卒業式前に生徒に「いろいろな考えがある、保護者と話して主体的に考えてほしい。」と担任の思いも込めて話をしたこと、

・式の中でほとんど全員が座ったことで、何も支障はなかったこと

・3/13の式後から3/27の産経新聞の報道があるまで、何事もなかった、感動する式、よかったという保護者の声があったこと

・産経新聞報道の後、しつこく事情聴取が繰り返されたこと、其の時の様子、・

・報道後の電話ｆａｘによる抗議と激励（電話は名前を名乗らず、同じような抗議が多く、ｆａｘは名前ありの激励が多かった）精神的苦痛が大きかったこと、

・報道の後生徒たちは、自分たちは正しいと思ってしたことなのに、2チャンネルへの書き込みなどを見て、傷付いていたこと

最後に、学校行事に「日の丸・君が代」なくても何も差し支えなかったのに、強制的に導入して処分してくるのを見ると、戦前の軍国主義教育になる危機感を感じる。起立して歌うことは受け入れられない、と強い信念でしめくくりました。

門真市の代理人谷村弁護士の反対尋問は

・指導要領で求められているのは歌詞とメロディー、肯定的立場の人もいるどのように指導したのか？

・座ることを目のあたりに見せつけることで考えを示したかったのか？

・立って歌うのは敬意を表明することだから座ったのか？

・校歌の時起立したのは、敬意を表明するためか？

と、いかにも着席を誘導したかのように、また、起立することが敬意の表明であることを強調するような尋問をしてきましたが、これに対し、川口さんは、きっぱりと、

・「君が代」の時着席したのは、これまでやってきた平和教育と矛盾するので最低の意思表示だ。

・校歌の時起立したのは、敬意の表明とは違う、生徒と一緒に歌う・一体感みたいなものだ。と答弁しました。

2時50分から5分休憩

門真市教委側の証人　藤井洋一氏への、谷村弁護士の主尋問

・宣誓の後経歴確認、当時の職務は、教育課程のとりまとめ

・通知は校長に対して出されているもので、教職員に周知徹底するようになっている。

・起立して歌うのは、教職員と子どもたち

・学習指導要領には、「起立して歌う」とは書かれていないが、尊重する態度を育成する」とあって、儀礼的行事では、「起立する」方がより理にかなう。

・平成12年12月5日に通知を出して、あと毎年、校長会で口頭で指導はおこなってきた。

・口頭で具体的に、式当日座る人がいたら、立ってくださいと声をかけるように指導してきた。

・通知後、小学校は改善（？）されたが中学校は改善なし。

・平成18年2月に「課題のある学校」には個別に校長に指示を出した。

・平成20年3月の門真三中は「課題のある学校」ではなかった。

・「課題のある学校」とは、入学式の時はその前年度の卒業式、卒業式の時は、その年の入学式で不起立があった学校

・式終了後、校長から報告があった。深刻に受け止め、原因、経過、不起立指導がなかったか校長に事実確認を指示

・3月27日に産経新聞の報道があったので、校長を支援する形で28日に指導主事を学校に派遣した。

川口側　奥山弁護士の反対尋問

・本件処分の決定に関与しているのか？…していない。事情聴取のみ

・訓告書に「校長の指導に反して着席した」とあるが、この文章は誰が作成したのか？…知りません。

・通知の拘束力はあるのか？学校教育法との関連は？…管理執行権はあると思う。

・「課題のある学校」というのは生徒の着席は課題に関係ないのか？…当時はそうだったが現状はちがう。生徒が着席するに至った過程が課題になる。

・瀬戸校長からの報告書は…一通のみ（乙9号証）

・式当日報告受けたのは？…終了後に報告受けるようになっている、電話で。

・内容記録したものは？…残ってない。対応したのは藤井。

・3月28日に学校へ行ったのはなぜ？…新聞報道があったので校長をサポートするため谷口指導主事を派遣。早急にこの間の経過を把握し、電話の対応の手伝いのため。（ここで川口証言と矛盾。）

・乙5号証はだれが作成したのか？…藤井ともう一人の指導主事のメモ（聞き取りメモ）を基に藤井が作成。

・乙９号証の４月４日の事情聴取で答えられない質問とあるのは、前日の学級指導で着席するといったかどうかか？…記憶してない。

・乙５号証２頁の深刻な状況とは？…新聞報道の後、卒業生・在校生も子どもたちの動揺とそれ自体が問題でなく、そうなった指導内容が大きく問われる状況

・原告に対して再度事情聴取しているが？…整合性を確認する必要があった。

・原告は何度も同じことを聞かれたと言っているが？…聞いてない

・文書での顛末書などは？…確認できていない。

・瀬戸校長への新聞社からの取材はいつ？…次長が対応していたので知らない。

・弁護士の同席を求めていたのは？…当時知らなかった。

原告側　太田弁護士の反対尋問

・乙５号は作成者の名前がない。メモか？…府教委に報告したものの一部だから

・（乙９号証を見せて）　こういう表紙がある。その中に閉じられているのか？…そうです。

　　女性裁判官から

・原告以外の７名の事情聴取は？…成文化したものに押印してもらった。７名には服務上の処置として厳重注意が出た。（何を今頃。文書読んでないのか？）

最終書面を提出できる時期を確認して、９月１６日締め切り、次回公判は、　　　　　　

９月２８日（水）４時からに確定。４時終了

　　弁護士会館で報告集会

初めて傍聴に参加された方も多く、たくさんの方が残ってくださいました。

はじめに三浦代表から、「川口さんの信念貫いた姿に感動した」と挨拶があり、続いて、戸田代表より「門真市議会も、共産党も、この処分に口つぐんで、なかったことにしようとしている。」とこの裁判の重要性を訴えられました。

奥山弁護士・・・今日の川口、藤井さんの尋問を踏まえて、この間の最高裁判決も検討して総まとめの最終書面を提出する。川口さんはじめここにきている先生方は理想とする先生だ。川口さんの人柄も伝わったのではないか。藤井さんは教育委員会の一定の価値判断をにおわせる答えをしていた。（戸田氏によると藤井氏は今年校長をしているらしい）

小野弁護士・・・人となりがよく表れた尋問だった。今日の尋問で、①卒業式は何の波瀾もなく無事済んだ。②子どもたちに扇動してない。③信念貫いてる。④事後の事情聴取の不合理性。⑤処分がいかなる損害を与えたかを明らかにした。

参加者から

・生徒の声を聞くことはできないのか？　・指導要領をどうとらえたらいいのか？　・教育委員会は学校や教員を守らなければならないのに、右翼、メディアに負けて処分をした。天皇も園遊会で「強制はいけない」と言っているのに。　・事情聴取は職務なのか？　・市教委の矛盾が出てきたとき、ダメ押しの確認が言ったのではないか？　教育内容に踏み込んでいるのは、教育基本法違反だ。・起立することが敬意の表明にしようとしている。などいろいろ意見交換が行われましたが、市教委の矛盾点は、最終書面で追及していくそうです。

最後に川口さんからの、「いろんな人がたくさん来てくださってほんとにうれしい。このように運動が広がることが大事だ。これからもよろしく」あいさつで報告集会を終わりました。長時間ご苦労様でした。　　　　　　陶山記

